
三

関
税
率
表
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
三
、
第
一
一
〇
三
・
一
九
号
の
四
、
第
一
一
〇
三
・
二

〇
号
の
三
の
_

、
第
一
一
〇
四
・
一
九
号
の
二
の
_

、
第
一
一
〇
四
・
二
九
号
の
二
又
は
第

一
一
〇
八
・
二
〇
号
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
一
一
〇
八
・
一
二
号
か
ら
第
一
一
〇
八
・
一
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

第
八
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
定
率
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
割
当
て
を
受
け
た
者
が
そ
の
受
け
た
数
量
の
範
囲
内
で
輸
入
す
る
も
の
（
で
ん
粉
糖
の

製
造
又
は
デ
キ
ス
ト
リ
ン
、
デ
キ
ス
ト
リ
ン
グ
ル
ー
、
可
溶
性
で
ん
粉
、
ば
い
焼
で
ん
粉

若
し
く
は
ス
タ
ー
チ
グ
ル
ー
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）以
外
の
も
の

四

関
税
率
表
第
一
二
一
二
・
二
〇
号
の
一
の
^

又
は
_

に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
一
二
一
二
・
二
〇
号
の
一
の
`

に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ひ
じ
き
（
ヒ
ジ
キ
ア
・
フ
ス
ィ
フ
ォ
ル
ミ
ス
）及
び
わ
か
め（
ウ
ン
ダ
リ
ア
・
ピ
ン
ナ
テ
ィ

フ
ィ
ダ
）
以
外
の
も
の

五

関
税
率
表
第
一
七
〇
一
・
一
一
号
の
二
、
第
一
七
〇
一
・
一
二
号
の
二
、
第
一
七
〇
一
・
九

一
号
、
第
一
七
〇
一
・
九
九
号
、
第
一
七
〇
二
・
三
〇
号
の
二
の
^

又
は
第
一
七
〇
二
・
九

〇
号
の
五
の
_

の
Ａ
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
一
七
〇
二
・
四
〇
号
の
二
又
は
第
一
七
〇
二
・
六
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の

う
ち砂

糖
を
加
え
た
も
の

関
税
率
表
第
一
七
〇
二
・
九
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

分
み
つ
糖

関
税
率
表
第
一
七
〇
二
・
九
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

分
み
つ
糖
の
も
の

六

関
税
率
表
第
一
九
〇
一
・
二
〇
号
の
一
の
_

の
Ａ
若
し
く
は
Ｄ
の
ç
若
し
く
は
`

、
第
一
九

〇
一
・
九
〇
号
の
一
の
_

の
Ａ
若
し
く
は
Ｄ
の
ç
、
第
一
九
〇
四
・
一
〇
号
の
二
の
^

又
は

第
一
九
〇
四
・
二
〇
号
の
二
の
^

に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
一
九
〇
一
・
九
〇
号
の
一
の
`

又
は
第
一
九
〇
四
・
九
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
物

品
の
う
ち

米
の
含
有
量
が
全
重
量
の
三
〇
％
を
超
え
る
も
の

七

関
税
率
表
第
二
一
〇
六
・
九
〇
号
の
二
の
^

の
Ａ
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
二
一
〇
六
・
九
〇
号
の
二
の
_

の
Ａ
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

分
み
つ
糖
の
も
の

関
税
率
表
第
二
一
〇
六
・
九
〇
号
の
二
の
_

の
Ｅ
の
æ
の
ハ
の
Ë
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

各
成
分
の
う
ち
第
一
二
一
二
・
二
〇
号
の
物
品
の
重
量
が
最
大
の
も
の

関
税
率
表
第
二
一
〇
六
・
九
〇
号
の
二
の
_

の
Ｅ
の
ç
の
ハ
の
ô
の
Ó
の
ó
に
掲
げ
る
物
品

の
う
ち

第
一
二
一
二
・
二
〇
号
の
物
品
（
ひ
じ
き（
ヒ
ジ
キ
ア
・
フ
ス
ィ
フ
ォ
ル
ミ
ス
）を
除
く
。）

の
も
の

八

関
税
率
表
第
三
五
〇
三
・
〇
〇
号
の
三
に
掲
げ
る
物
品

九

関
税
率
表
第
四
二
・
〇
三
項
に
掲
げ
る
物
品

一
〇

関
税
率
表
第
四
三
〇
二
・
一
九
号
か
ら
第
四
三
〇
二
・
三
〇
号
ま
で
、
第
四
三
〇
三
・
一
〇

号
又
は
第
四
三
〇
三
・
九
〇
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

羊
、
や
ぎ
又
は
う
さ
ぎ
の
も
の

一
一

関
税
率
表
第
六
四
・
〇
一
項
、
第
六
四
・
〇
二
項
又
は
第
六
四
・
〇
六
項
に
掲
げ
る
物
品

一
二

関
税
率
表
第
九
一
一
三
・
九
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

平成˜ 年š月š˜日 土曜日 (号外特第 号)官 報

第
五
条

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
九
か
ら
第
七
条
の
十
一
ま
で
及
び
第
八
条
の
七
か
ら
第
八
条
の
九
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
関
税
法
第
十
五
条
の
二
を
同
法
第
十
五
条
の
三
と
し
、
同
法
第
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
法
第
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
、

同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
八
条
の
四
か
ら
第
百
九
条
の
二
ま

で
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
一
条
の
改
正
規
定
、同
法
第
百
十
三
条
の
三
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
の
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
九
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）、
同
法
第
百
十
五
条

の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
五
条
の
二
の
改
正
規
定（「
該
当
す
る
者
は
、」の
下
に
「
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
」
を

加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
六
条
か
ら
第
百
十
八
条
ま
で
の

改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
三
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
第
十
七
条
の
改
正
規

定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
中
通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
六
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則

第
十
三
条
の
規
定

平
成
十
九
年
六
月
一
日

二

第
二
条
中
関
税
法
第
六
十
九
条
の
二
か
ら
第
六
十
九
条
の
四
ま
で
の
改
正
規
定

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
七
月
一
日
）

三

第
二
条
中
関
税
法
第
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定（「
当
該
許
可
ご
と
に
」
を
削

る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
三
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
条
か
ら
第

五
十
五
条
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
一
条
の
三
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
二
条
の

改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
九
条
の
十
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
九
条

の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
八
号

の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定（「
同
法
第
六
十
二
条
」を「
同

法
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）及
び
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定（「
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）並
び
に
附
則
第
六
条
中
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に

お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
七
条
中
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条

の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
十
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
一
条
中
通
関
業
法
第
二
条
第
一
号
イ
の
\
の
a

の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
規
定

平
成
十
九
年
十
月
一
日

四

第
二
条
中
関
税
法
第
七
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
十
四
条

の
二
第
九
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
中
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等

に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
九
十
七
号
）
の
施
行
の
日

五

第
三
条
の
規
定
並
び
に
第
四
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定（「
同
法
第
六
十
二
条
」

を
「
同
法
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）及
び
同
法
第
八
条
の
六
第
四
項
の
改
正
規
定
（「（
郵
便

物
を
受
け
取
つ
た
旨
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
」
を「（
郵
便
物
の
輸
出
入
の
簡
易
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
提

示
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
次
条
、
附
則
第
六
条
中
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力

及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
八
条
の
規
定
、
附
則

第
十
条
の
規
定
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日

六

第
五
条
の
規
定
及
び
附
則
第
九
条
の
規
定

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間

の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

�˜
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